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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第15期

中間連結会計期間
第16期

中間連結会計期間
第15期

会計期間
自　2024年９月１日
至　2025年２月28日

自　2025年９月１日
至　2026年２月28日

自　2024年９月１日
至　2025年８月31日

売上高 （千円） 66,158 36,404 606,547

経常損失（△） （千円） △177,752 △194,368 △311,779

親会社株主に帰属する中間（当期）

純損失（△）
（千円） △173,751 △194,199 △315,727

中間包括利益又は包括利益 （千円） △178,505 △194,384 △324,013

純資産額 （千円） 841,158 860,708 695,747

総資産額 （千円） 1,332,892 1,349,311 1,223,824

１株当たり中間（当期）純損失

（△）
（円） △9.48 △10.02 △17.21

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 62.7 63.3 56.7

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △120,395 △195,610 282,045

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △1,880 △265,966 △1,291

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △25,589 327,751 △54,734

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高
（千円） 182,988 423,048 556,873

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在するものの１株当たり中間（当

期）純損失であるため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容に重要な変更はありません。なお、主要な関係会

社における異動は以下のとおりです。

当中間連結会計期間において、合同会社エコ・グリーン１号の全持分の譲渡に伴い連結の範囲から除外し、株式

会社ＦＵＫＵＭＵＲＡの株式を新たに取得したため、持分法適用の範囲に含めております。

この結果、2026年２月28日現在では、当社グループは、当社、連結子会社５社及び持分法適用関連会社１社によ

り構成されています。

また、当社は、2026年２月１日付けで「株式会社ジー・スリーホールディングス」から「株式会社アスリナ」へ

商号変更し、サステナブル事業を展開している連結子会社である「株式会社ジー・スリーファクトリー」も「株式

会社アスリナＲ＆Ｄ」へ変更いたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

（継続企業の前提に関する重要事象等）

当社グループは、2023年８月期から３期連続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失

を計上しております。また、当中間連結会計期間においては、前期に引き続き営業損失、経常損失及び親会社株主

に帰属する中間純損失を計上したことから、依然として継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況が存在しております。

当該状況を解消又は改善するべく、当社グループは、以下の対応策を実行することにより、安定的な収益力の向

上及び健全な財務基盤の構築に取り組んでおります。

 

１．安定的な収益力の向上

①再生可能エネルギー事業の収益改善（太陽光発電所の売電収入又は物件売却）

当社グループの再生可能エネルギー事業は、太陽光発電所の運営による売電収入の他、発電所の仕入及び売

却を行っておりましたが、あらためて各太陽光発電所の発電量、売電収入、維持管理コストを含む収益性を検

討し、販売用不動産として売却し事業資金を獲得する発電所と、固定資産として保有し売電収入を継続的に獲

得していく発電所との整理・検討を行っております。

販売用不動産として保有する太陽光発電所については、引き続き、売却活動を進めており、物件価値、売却

時期を見極めながら、収益性と運転資金の確保を行ってまいります。一方、固定資産として保有する太陽光発

電所については、現状設備のリパワリング等も視野に入れた検討を行いながら、従来の委託管理及び従業員に

よる管理も含めた管理コストの見直しを行うなど、収益性向上に努めてまいります。

 

②新規事業の安定的な収益化及び既存事業の収益改善

当社グループの再生可能エネルギー事業は、世界的な石油資源に基づくエネルギーからの脱却を念頭に、強

いニーズと社会的意義のある事業として、今後も引き続き拡大していく分野であると考えております。一方

で、日本国内における太陽光発電事業環境は、国土面積あたり、特に平地面積あたりの太陽光設備容量につい

て、主要国において最大となっており、今後の国内太陽光発電所の新設数は横ばいになる、と考えられていま

す。また、固定価格買取制度（ＦＩＴ）の終了に伴い太陽光発電所のセカンダリ販売のマーケットが縮小して

おり、第三者が太陽光発電所を所有することにより初期投資を抑えるＰＰＡ（Power Purchase Agreement）モ

デルによる事業者と需要家をつなぐ契約が今後は進んでいく側面もあります。

このような状況の中、当社グループは既存事業の収益性の確保もしくは収益改善として、ライブコマース事

業の開始、系統用蓄電所の開発、蓄電システムの販売、ポータブル蓄電池の仕入販売、菜種によるバイオ燃料

及び化粧品原材料等の開発等の効果的な収益基盤の構築を進める他、営農型による安定的な太陽光発電所の確

保及び売電収入の獲得を計画しております。また、サステナブル事業における基礎化粧品の製造・販売につい

ては、販路の拡大及び新商品の販売により、収益改善の検討を引き続き進めてまいります。

 

③不採算事業の選別

当社グループは、経営資源の選択と集中を図るため、収益を生み出すまでの事業に至っていないマグネシウ

ム電池事業、都市鉱山事業及び消毒ＯＥＭ事業について、すでに事業から撤退しておりますが、引き続き推進

する事業と事業環境、経営資源の配分、事業進捗等について、手元資金も考慮した検証と見直しを行います。

今後も全社的な効率性を高めつつ、事業の選択と集中を進め、当社グループのリソースを効率的に活用して

まいります。

 

２．健全な財務基盤の構築

①販売費及び一般管理費の見直しによる経費削減

適切な人員配置、役員構成の見直し及び顧問契約・業務委託契約・その他各種契約の見直し等により、前事

業年度において販売費及び一般管理費について一定規模の経費削減を実現しました。これにより固定費の削

減・利益率の改善をしたことで、新規事業に取り組みやすい体質にしております。
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②運転資金の確保

上記記載の販売用不動産として保有する太陽光発電所は、取引規模が一定以上を有しているものもあるた

め、販売用不動産の売却による資金化は、運転資金の確保に効果があるものと見込んでおります。それと同時

に、エクイティファイナンスによる資金調達だけでなく金融機関による調達も含め、幅広い資金調達の検討、

協議を進めてまいります。当事業年度において、新株及び新株予約権の発行、新株予約権の行使により事業資

金を一部確保しておりますが、引き続き資金の確保に努めてまいります。
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２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営成績等の状況の概要

当中間連結会計期間（2025年９月１日～2026年２月28日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各

種政策の効果等を背景に、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、物価上昇の長期化や米国の通商政策

の動向、為替市場の変動、さらには地政学的リスクなど、引き続き先行きが見通しにくい状況となっておりま

す。

 

当社グループが主要事業とする再生可能エネルギー業界におきましては、脱炭素社会の実現に向けた国内外の

政策支援や技術革新が進展し、太陽光発電、系統用蓄電池など多様な電源の導入が加速しています。国内におい

ては、2025年２月に閣議決定された第７次エネルギー基本計画において、2040年度までに温室効果ガス排出量を

73％削減する目標が掲げられ、再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入する方針が示されました。これ

により、地域分散型電源の整備や系統安定化技術へのニーズが高まっており、引き続き持続可能なエネルギー供

給体制の構築が求められております。

このような事業環境のもと、2026年２月１日、当社は「株式会社ジー・スリーホールディングス」から「株式

会社アスリナ」へ商号変更しました。また、サステナブル事業を展開している連結子会社である「株式会社

ジー・スリーファクトリー」も「株式会社アスリナＲ＆Ｄ」へ変更いたしました。当社グループは、これらの変

化を起点に事業を通じた社会課題の解決と、将来に向けた持続的な成長を目指し、事業ポートフォリオの見直し

を進めております。また、経営資源の選択と集中を進めながら、再生可能エネルギー事業、新規エネルギー事業

及びサステナブル事業の３領域において事業を展開してまいりました。

 

当中間連結会計期間において展開した各事業の具体的な取り組みは以下のとおりです。

 

（ⅰ）稼働中の太陽光発電所の仕入販売

（ⅱ）太陽光発電所の運営による売電

（ⅲ）太陽電池モジュール等の発電関連商材の仕入販売

（ⅳ）ポータブル蓄電池（電源）の仕入販売・販売仲介

（ⅴ）系統用蓄電所の販売・仲介、電力強靭化に関するコンサルティング

（ⅵ）健康食品及び一般医療機器の仕入販売

（ⅶ）基礎化粧品の仕入製造販売

（ⅷ）菜種によるバイオ燃料及び化粧品原材料等の製造販売

（ⅸ）代替フロンとしての自然冷媒の取り扱いと次世代センサーの開発

 

上記事業について継続的に推進し発展させると共に、新たな事業領域の開拓に果敢にチャレンジし、収益基盤

の強化を図っております。

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は36百万円（前年同期比45.0％減）と減収となりました。そ

の主な要因としては、当中間連結会計期間においては、新規事業の安定的な収益化を構築中であり、従来の売電

収入が主な売上となったことによるものであります。損益の状況においては、新規事業として開始しているポー

タブル蓄電池や新商品を取り扱っている基礎化粧品の販売数量が想定を下回ったことなどから、連結営業損失は

185百万円（前年同期は171百万円の損失）、経常損失は194百万円（前年同期は177百万円の損失）と、営業損

益、経常損益ともに損失を計上することとなり、親会社株主に帰属する中間純損失は194百万円（前年同期は173

百万円の損失）となりました。

 

当中間連結会計期間におけるセグメント毎の経営成績は以下のとおりです。

 

（再生可能エネルギー事業）

再生可能エネルギー事業は、太陽光発電所の売電収入及びポータブル蓄電池の販売などにより、売上高は30百

万円（前年同期比45.1％減）、セグメント損失（営業損失）は22百万円（前年同期は21百万円の損失）となりま

した。

 

（新規エネルギー事業）

新規エネルギー事業は、主に新規事業化の構築を行いました。当中間連結会計期間においては、セグメント損

益（営業損益）は発生せず（前年同期は０百万円の損失）となりました。
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（サステナブル事業）

サステナブル事業は、新たに当社が企画設計した基礎化粧品の製造が開始され、売上高は６百万円（前年同期

比44.2％減）、セグメント損失（営業損失）は17百万円（前年同期は15百万円の損失）となりました。

 

(2) 財政状態に関する説明

当中間連結会計期間末における総資産は1,349百万円となり、前連結会計年度末に比べ125百万円増加し、総負

債は488百万円となり、前連結会計年度末に比べ39百万円減少しました。

内訳は以下のとおりであります。

 

（流動資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比較して136百万円減少し、945百万円となりました。その主な要因は、現金

及び預金が133百万円減少したことによるものであります。

 

（固定資産）

固定資産は、前連結会計年度末と比較して262百万円増加し、404百万円となりました。その主な要因は、建設

仮勘定が255百万円増加したことによるものであります。

 

（流動負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比較して17百万円減少し、146百万円となりました。その主な要因は、１年

内返済予定の長期借入金が７百万円、その他流動負債が６百万円減少したことによるものであります。

 

（固定負債）

固定負債は、前連結会計年度末と比較して21百万円減少し、342百万円となりました。その主な要因は、長期

設備関係未払金が18百万円、長期借入金が２百万円減少したことによるものであります。

 

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末と比較して164百万円増加し、860百万円となりました。その主な要因は、利益剰

余金が194百万円減少した一方で、資本金が177百万円、資本剰余金が177百万円増加したことによるものであり

ます。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、423百万円（前年同

期比131.2％増）となりました。また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要

因は以下のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は195百万円（前年同期は120百万円の使用）とな

りました。その主な要因は、その他の流動負債の増加額33百万円、減価償却費24百万円の計上等による増加要因

と、税金等調整前中間純損失193百万円、未払又は未収消費税等の増減額51百万円等の減少要因によるものであ

ります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は265百万円（前年同期は１百万円の使用）とな

りました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出255百万円の減少要因によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において、財務活動の結果獲得した資金は327百万円（前年同期は25百万円の使用）とな

りました。その主な要因は、株式の発行による収入245百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入

105百万円等の増加要因と、長期借入金の返済による支出10百万円及び割賦債務の返済による支出18百万円等の

減少要因によるものであります。
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(4) 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間連結会計期間において当社グループが定めている経営方針・経営戦略等に重要な変更及び新たに定めた

ものはありません。

 

(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変

更はありません。

 

(6) 研究開発活動

当中間連結会計期間において、重要な研究開発活動はありません。
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３【重要な契約等】

当社は、2026年２月19日開催の取締役会において、株式会社ＭＦ６の発行済株式の60％を取得のうえ連結子会社

化することについて決議し、2026年３月２日付で当該株式を取得しております。

詳細は、「第４　経理の状況　１　中間連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりです。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2026年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（2026年４月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 22,219,720 22,219,720
東京証券取引所

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 22,219,720 22,219,720 － －

（注）発行済株式のうち、132,000株は、現物出資(金銭報酬債権95,700千円)によるものであります。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 2025年10月29日

新株予約権の数（個）※ 40,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）※ －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
普通株式　4,000,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ １株あたり124円

新株予約権の行使期間※ 自　2025年11月17日　至　2027年11月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　124

資本組入額　62

新株予約権の行使の条件※ 各本新株予約権の一部行使はできない

新株予約権の譲渡に関する事項※

当社と割当予定先との間で締結される予定の総数引

受契約にて、本新株予約権の譲渡については、当社

取締役会の承認を要する旨の制限を定めるものとす

る。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項※
（注）

　※新株予約権の発行時（2025年11月14日）における内容を記載しております。

　（注）合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転をす

る場合の本新株予約権の取扱い

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる

吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子

会社となる株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力

発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会

社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以

下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新

たに新株予約権を交付するものとする。

①新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に

調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。

②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編成対象会社の同種の株式とする。

③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数は切り上げる。

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数は切り上げる。

⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合

における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織

再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。

⑥新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を

要する。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

2025年11月14日

（注）１
2,000,000 21,373,720 124,000 1,297,293 124,000 506,541

2025年11月18日～

2026年２月28日

（注）２

846,000 22,219,720 53,245 1,350,538 53,245 559,799

（注）１.有償第三者割当

　　　　 発行価格　　124円

　　　　 資本組入額　62円

　　　　 割当先　　　グリーンエナジーシステム投資事業有限責任組合

　　　２.新株予約権の行使による増加であります。

 

（５）【大株主の状況】

  2026年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

西村　浩 奈良県奈良市 2,620,000 12.36

グリーンエナジーシステム投資事業有限責

任組合
東京都中央区日本橋本町３丁目３番６号 2,099,400 9.90

楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山２丁目６番２１号 752,900 3.55

株式会社ＳＢＹデジタルプロダクツ 東京都港区南青山２丁目２－１５ 520,000 2.45

オーエスシーエンジニアリング株式会社 大阪府泉佐野市鶴原１８４７－１ 364,600 1.72

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG

(常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 F

LEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED

KINGDOM

(東京都千代田区丸の内１丁目４番５号)

207,597 0.98

前田　司 兵庫県たつの市 200,000 0.94

成富　直行 佐賀県佐賀市 200,000 0.94

関　一 神奈川県厚木市 170,600 0.80

森　昭平 神奈川県横浜市 150,000 0.71

計 － 7,285,097 34.37
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,022,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,075,900 210,759

完全議決権株式であり、

株主としての権利内容に

制限のない、標準となる

株式であります。単元株

式数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 121,620 － －

発行済株式総数  22,219,720 － －

総株主の議決権  － 210,759 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数20個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2026年２月28日現在

所有者の氏名又

は名称
所有者の住所

自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％）

株式会社アスリ

ナ

東京都品川区東

品川二丁目３番

14号

1,022,200 － 1,022,200 4.60

計 － 1,022,200 － 1,022,200 4.60

（注）当社は、2026年２月１日に株式会社ジー・スリーホールディングスから株式会社アスリナに商号を変更しており

ます。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第

28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規

則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年９月１日から2026年２

月28日まで)に係る中間連結財務諸表について、監査法人アリアにより期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2025年８月31日)

当中間連結会計期間
(2026年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 556,873 423,048

売掛金 12,344 10,204

商品 － 6,620

仕掛販売用不動産 2,566 2,566

原材料及び貯蔵品 31,220 34,920

販売用不動産 455,002 433,387

前渡金 － 2,555

未収消費税等 3,976 16,173

未収還付法人税等 68 5

その他 24,812 20,475

貸倒引当金 △4,829 △4,829

流動資産合計 1,082,034 945,128

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具 73,826 70,746

建設仮勘定 － 255,200

その他 32,510 32,510

有形固定資産合計 106,336 358,457

無形固定資産   

その他 0 0

無形固定資産合計 0 0

投資その他の資産   

関係会社株式 － 8,955

出資金 70 70

敷金及び保証金 35,383 36,699

投資その他の資産合計 35,453 45,725

固定資産合計 141,789 404,182

資産合計 1,223,824 1,349,311
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2025年８月31日)

当中間連結会計期間
(2026年２月28日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 219 219

１年内返済予定の長期借入金 14,883 6,899

未払金 15,779 15,777

未払法人税等 11,101 7,806

設備関係未払金 37,049 37,611

賞与引当金 4,560 4,191

その他 80,498 73,866

流動負債合計 164,091 146,371

固定負債   

長期借入金 16,135 13,530

長期設備関係未払金 340,221 321,273

長期前受収益 5,104 4,899

資産除去債務 2,452 2,454

関係会社事業損失引当金 72 72

固定負債合計 363,985 342,231

負債合計 528,077 488,602

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,173,293 1,350,538

資本剰余金 782,554 959,799

利益剰余金 △1,034,337 △1,228,536

自己株式 △227,638 △227,743

株主資本合計 693,871 854,057

新株予約権 289 5,250

非支配株主持分 1,585 1,400

純資産合計 695,747 860,708

負債純資産合計 1,223,824 1,349,311
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　2025年９月１日
　至　2026年２月28日)

売上高 66,158 36,404

売上原価 75,406 37,226

売上総損失（△） △9,247 △822

販売費及び一般管理費 ※ 162,163 ※ 184,400

営業損失（△） △171,411 △185,223

営業外収益   

受取利息 114 501

その他 26 31

営業外収益合計 141 532

営業外費用   

支払利息 6,482 5,740

株式交付費 － 2,893

持分法による投資損失 － 1,044

営業外費用合計 6,482 9,677

経常損失（△） △177,752 △194,368

特別利益   

関係会社出資金売却益 － 567

新株予約権戻入益 － 272

特別利益合計 － 840

税金等調整前中間純損失（△） △177,752 △193,528

法人税等 753 856

中間純損失（△） △178,505 △194,384

非支配株主に帰属する中間純損失（△） △4,754 △185

親会社株主に帰属する中間純損失（△） △173,751 △194,199

 

 

 

【中間連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　2025年９月１日
　至　2026年２月28日)

中間純損失（△） △178,505 △194,384

中間包括利益 △178,505 △194,384

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 △173,751 △194,199

非支配株主に係る中間包括利益 △4,754 △185
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年９月１日
　至　2025年２月28日)

当中間連結会計期間
(自　2025年９月１日
　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失（△） △177,752 △193,528

減価償却費 52,311 24,693

賞与引当金の増減額（△は減少） － △369

受取利息 △114 △501

支払利息 6,482 5,740

株式交付費 － 2,893

新株予約権戻入益 － △272

関係会社出資金売却益（△は益） － △567

持分法による投資損益（△は益） － 1,044

売上債権の増減額（△は増加） 8,811 2,139

棚卸資産の増減額（△は増加） 11,380 △10,320

前払費用の増減額（△は増加） △5,458 1,582

未収入金の増減額（△は増加） △1,615 －

前渡金の増減額（△は増加） △2,926 △2,555

仕入債務の増減額（△は減少） △96 △0

未払金の増減額（△は減少） 1,981 △1

未払又は未収消費税等の増減額 △2,815 △51,964

その他 △2,629 33,226

小計 △112,441 △188,760

利息の受取額 114 501

利息の支払額 △6,487 △5,740

法人税等の支払額 △1,588 △1,684

法人税等の還付額 7 73

営業活動によるキャッシュ・フロー △120,395 △195,610

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 3,600 －

関係会社株式の取得による支出 － △10,000

連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却によ

る収入
－ 550

有形固定資産の取得による支出 － △255,200

無形固定資産の取得による支出 △5,480 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,316

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,880 △265,966

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △11,130 △10,589

割賦債務の返済による支出 △17,839 △18,385

株式の発行による収入 － 245,106

新株予約権の発行による収入 － 6,640

新株予約権の行使による株式の発行による収入 3,456 105,084

自己株式の取得による支出 △75 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,589 327,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △147,865 △133,825

現金及び現金同等物の期首残高 330,853 556,873

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 182,988 ※ 423,048
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

当社グループは、2023年８月期から３期連続して重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失

を計上しております。また、当中間連結会計期間においては、前期に引き続き営業損失、経常損失及び親会社株主

に帰属する中間純損失を計上したことから、依然として継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況が存在しております。

当該状況を解消又は改善するべく、当社グループは、以下の対応策を実行することにより、安定的な収益力の向

上及び健全な財務基盤の構築に取り組んでおります。

 

１．安定的な収益力の向上

①再生可能エネルギー事業の収益改善（太陽光発電所の売電収入又は物件売却）

当社グループの再生可能エネルギー事業は、太陽光発電所の運営による売電収入の他、発電所の仕入及び売

却を行っておりましたが、あらためて各太陽光発電所の発電量、売電収入、維持管理コストを含む収益性を検

討し、販売用不動産として売却し事業資金を獲得する発電所と、固定資産として保有し売電収入を継続的に獲

得していく発電所との整理・検討を行っております。

販売用不動産として保有する太陽光発電所については、引き続き、売却活動を進めており、物件価値、売却

時期を見極めながら、収益性と運転資金の確保を行ってまいります。一方、固定資産として保有する太陽光発

電所については、現状設備のリパワリング等も視野に入れた検討を行いながら、従来の委託管理及び従業員に

よる管理も含めた管理コストの見直しを行うなど、収益性向上に努めてまいります。

 

②新規事業の安定的な収益化及び既存事業の収益改善

当社グループの再生可能エネルギー事業は、世界的な石油資源に基づくエネルギーからの脱却を念頭に、強

いニーズと社会的意義のある事業として、今後も引き続き拡大していく分野であると考えております。一方

で、日本国内における太陽光発電事業環境は、国土面積あたり、特に平地面積あたりの太陽光設備容量につい

て、主要国において最大となっており、今後の国内太陽光発電所の新設数は横ばいになる、と考えられていま

す。また、固定価格買取制度（ＦＩＴ）の終了に伴い太陽光発電所のセカンダリ販売のマーケットが縮小して

おり、第三者が太陽光発電所を所有することにより初期投資を抑えるＰＰＡ（Power Purchase Agreement）モ

デルによる事業者と需要家をつなぐ契約が今後は進んでいく側面もあります。

このような状況の中、当社グループは既存事業の収益性の確保もしくは収益改善として、ライブコマース事

業の開始、系統用蓄電所の開発、蓄電システムの販売、ポータブル蓄電池の仕入販売、菜種によるバイオ燃料

及び化粧品原材料等の開発等の効果的な収益基盤の構築を進める他、営農型による安定的な太陽光発電所の確

保及び売電収入の獲得を計画しております。また、サステナブル事業における基礎化粧品の製造・販売につい

ては、販路の拡大及び新商品の販売により、収益改善の検討を引き続き進めてまいります。

 

③不採算事業の選別

当社グループは、経営資源の選択と集中を図るため、収益を生み出すまでの事業に至っていないマグネシウ

ム電池事業、都市鉱山事業及び消毒ＯＥＭ事業について、すでに事業から撤退しておりますが、引き続き推進

する事業と事業環境、経営資源の配分、事業進捗等について、手元資金も考慮した検証と見直しを行います。

今後も全社的な効率性を高めつつ、事業の選択と集中を進め、当社グループのリソースを効率的に活用して

まいります。

 

２．健全な財務基盤の構築

①販売費及び一般管理費の見直しによる経費削減

適切な人員配置、役員構成の見直し及び顧問契約・業務委託契約・その他各種契約の見直し等により、前事

業年度において販売費及び一般管理費について一定規模の経費削減を実現しました。これにより固定費の削

減・利益率の改善をしたことで、新規事業に取り組みやすい体質にしております。

 

②運転資金の確保

上記記載の販売用不動産として保有する太陽光発電所は、取引規模が一定以上を有しているものもあるた

め、販売用不動産の売却による資金化は、運転資金の確保に効果があるものと見込んでおります。それと同時

に、エクイティファイナンスによる資金調達だけでなく金融機関による調達も含め、幅広い資金調達の検討、

協議を進めてまいります。当事業年度において、新株及び新株予約権の発行、新株予約権の行使により事業資

金を一部確保しておりますが、引き続き資金の確保に努めてまいります。
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しかしながら、依然として前期に引き続き重要な営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する中間純損失を計上

している他、新規事業において実際に収益が発生するまでには多少の時間が必要であり、安定的な収益源となる事

業の構築中である点から、現時点では引き続き継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を中間連結財務諸表に反映しておりません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

（2）持分法適用の範囲の重要な変更

当中間連結会計期間より、株式会社ＦＵＫＵＭＵＲＡの株式を新たに取得したため、持分法適用の範囲

に含めております。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用の計算

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に見積実効税率を乗じております。但し、見積実効税率を用い

て税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

 

（中間連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（中間連結損益計算書関係）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は以下のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自 2024年９月１日
　　至 2025年２月28日）

　当中間連結会計期間
（自 2025年９月１日
　　至 2026年２月28日）

役員報酬 24,660千円  35,100千円  

給与手当 28,585千円  38,631千円  

支払手数料 44,153千円  48,429千円  

賞与引当金繰入額 2,182千円  1,302千円  

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとお

りであります。

 
前中間連結会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

当中間連結会計期間
（自 2025年９月１日
至 2026年２月28日）

現金及び預金 182,988千円 423,048千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円 －千円

現金及び現金同等物 182,988千円 423,048千円
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（株主資本等関係）

前中間連結会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　2025年９月１日　至　2026年２月28日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

当社は、2025年11月14日を払込期日とする第三者割当増資の払込みにより、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ124,000千円増加しております。

また、新株予約権の行使に伴う新株の発行により、当中間連結会計期間において、資本金及び資本準備金

がそれぞれ53,245千円増加しております。

この結果、当中間連結会計期間末において資本金が1,350,538千円、資本剰余金が959,799千円となってお

ります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ．前中間連結会計期間（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

中間連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
再生可能
エネルギー
事業

新規エネルギー
事業

サステナブル
事業

売上高       

顧客との契約から

生じる収益
55,327 － 10,830 66,158 － 66,158

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 55,327 － 10,830 66,158 － 66,158

セグメント間の内

部売上高又は振替高
－ － － － － －

計 55,327 － 10,830 66,158 － 66,158

セグメント損失(△) △21,322 △400 △15,750 △37,472 △133,938 △171,411

（注）１．セグメント損失(△)の調整額△133,938千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ．当中間連結会計期間（自　2025年９月１日　至　2026年２月28日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

中間連結
損益計算書
計上額
（注）２

 
再生可能
エネルギー
事業

新規エネルギー
事業

サステナブル
事業

売上高       

顧客との契約から

生じる収益
30,365 － 6,039 36,404 － 36,404

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 30,365 － 6,039 36,404 － 36,404

セグメント間の内

部売上高又は振替高
－ － － － － －

計 30,365 － 6,039 36,404 － 36,404

セグメント損失(△) △22,630 － △17,437 △40,067 △145,155 △185,223

（注）１．セグメント損失(△)の調整額△145,155千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。
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（１株当たり情報）

１株当たり中間純損失（△）及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年９月１日
至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間
（自　2025年９月１日
至　2026年２月28日）

(１)１株当たり中間純損失（△） △9.48円 △10.02円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純損失（△）

（千円）
△173,751 △194,199

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

中間純損失（△）（千円）
△173,751 △194,199

普通株式の期中平均株式数（株） 18,335,895 19,379,894

(２)潜在株式調整後１株当たり中間純利益 － －

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間純利益の算定に含めな

かった潜在株式で、前連結会計年度末から

重要な変動があったものの概要

－ －

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在するものの１株当たり中間純損失であるため記

載しておりません。
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（重要な後発事象）

当社は、2026年２月19日開催の取締役会において、株式会社ＭＦ６の発行済株式の60％を取得のうえ連結子会社

化することについて決議し、2026年３月２日付けで当該株式を取得しております。

１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称　　株式会社ＭＦ６（以下「ＭＦ６」という。）

事業の内容　　　　　ライブコマース事業

（２）企業結合を行う主な理由

ＭＦ６は、ＳＮＳ等のデジタルプラットフォームを活用し、アンティーク家具、アンティーク雑貨、

ジュエリー、ブランド品等を対象としたライブコマース事業を展開しております。同社は、商品分野ごと

に専門的知見を有するコマーサーを擁し、顧客との双方向コミュニケーションを通じた購買意欲の醸成、

リピーターの獲得に至るまでの運営ノウハウを確立しており、独自の顧客ネットワークをベースに継続的

な売上基盤を構築しております。

当社グループの取り扱うオリジナル化粧品やポータブル蓄電池等、一般顧客向けにも販売可能な商品の

新たな販売チャネルの確立に直結し、販売力の強化及びライブコマースを活用した新商材の企画開発、商

品のブランド価値向上並びにデジタルマーケティングの高度化といった複合的なシナジーの創出が期待で

きると判断したことから、本件株式取得の決議に至ったものです。

（３）企業結合日

2026年３月２日

（４）企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

（５）結合後企業の名称

変更ありません。

（６）取得する議決権の比率

60％

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価としてＭＦ６の株式を取得したことによるものです。

 

２．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金及び預金 50,000千円

取得原価  50,000千円

 

３．主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用　　　　　700千円

 

４．発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

 

５．企業結合日に受け入れる資産及び負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2026年４月９日

株式会社アスリナ

取締役会　御中

 

監査法人アリア

東京都港区

代 表 社 員

業 務 執 行 社 員
　公認会計士 　茂　木　秀　俊

代 表 社 員

業 務 執 行 社 員
　公認会計士 　山　中　康　之

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アスリ

ナの 2025年9月１日から2026年8月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年9月１日から2026年2月28日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、株式会社アスリナ及び連結子会社の2026年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社グループは、2023年8月期から３期連続して重要な営業損失、経常

損失、親会社株主に帰属する当期純損失を計上している。また、当中間会計期間においても、同様の状況であることか

ら、依然として継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。当該状況を解消又

は改善するべく対応策に取り組んでいるが、現時点では引き続き継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。

なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。中間連結財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は中間連結財務諸表に反映されていな

い。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

強調事項

重要な後発事象の注記に記載のとおり、会社は、2026年2月19日開催の取締役会において、株式会社MF6の発行済株式の

60％を取得のうえ連結子会社化することについて決議し、2026年3月2日付で当該株式を取得した。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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